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発電部門と小売部門における費用の透明化
 容量市場の適切な運営、及び発電・小売事業者の間の協議円滑化の観点から、昨年12月、
大規模な発電設備を保有する電気事業者を対象として、発電事業費用と小売電気事業費用を
区分して整理する措置を講ずることを取りまとめ。
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発電部門と小売部門における費用の透明化
 本取組の趣旨に照らせば、可能な限り速やかに、必要な情報が対外的に公表されることが重要。
 このため、2022年度会計分から、以下の形で公表を実施予定。（容量確保金の記載は24年度から）
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